
番号 53

　　　処　　　 分 　　　名

処　分　の　概　要

　　　根　拠　法　令　名

　　　条　　　　　　　　  項

　　　所　　　管　　　課 建築指導課

　　　経由機関での処理期間 なし

　　　所管課での処理期間

　　　標　準　処　理　期　間 計 1か月

判　断　基　準

宅地造成等規制法第9条の基準に適合すること。

【根拠法令等】
宅地造成等規制法
　（宅地造成に関する工事の許可）
第八条　宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工
事に着手する前に、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただ
し、都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第二十九条第一項又は第二項の許可を受けて行われる当該許
可の内容（同法第三十五条の二第五項の規定によりその内容とみなされるものを含む。）に適合した宅地造成
に関する工事については、この限りでない。
２　都道府県知事は、前項本文の許可の申請に係る宅地造成に関する工事の計画が次条の規定に適合しな
いと認めるときは、同項本文の許可をしてはならない。
３　都道府県知事は、第一項本文の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付すること
ができる。

（宅地造成に関する工事の技術的基準等）
第九条　宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事は、政令（その政令で都道府県
の規則に委任した事項に関しては、その規則を含む。）で定める技術的基準に従い、擁壁、排水施設その他
の政令で定める施設（以下「擁壁等」という。）の設置その他宅地造成に伴う災害を防止するため必要な措置
が講ぜられたものでなければならない。
２　前項の規定により講ずべきものとされる措置のうち政令（同項の政令で都道府県の規則に委任した事項に
関しては、その規則を含む。）で定めるものの工事は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければな
らない。

（許可又は不許可の通知）
第十条　都道府県知事は、第八条第一項本文の許可の申請があつた場合においては、遅滞なく、許可又は
不許可の処分をしなければならない。
２　前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。国土交通省令で定めるとこ
ろにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、市計画法第29条第1項又は第2項の許可を
受けて行われる当該許可の内容に適合した宅地造成に関する工事については、この限りでない。

審査基準及び標準処理期間整理個表

宅地造成に関する工事の許可

宅地造成に関する工事の許可申請書に基づき許可する。

宅地造成等規制法（昭和36年法律第191号）

第8条第1項

1か月

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。



手続の流れ

申請

交付

１か月

市 民 建築指導課

※根拠法令や審査基準の内容全てを記載することができない場合は、
それらが記載された文書等の縦覧をもって代えることができる。


